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2022 年 6 月 23 日 

各 位 
本 社 所 在 地  大阪市中央区十二軒町 5-12 
上 場 会 社 名  株 式 会 社 マ ン ダ ム 
代 表 者 名  代表取締役社長執行役員 西村 健 
証 券 コ ー ド  4 9 1 7   東 証 プライム市 場 
問 合 わ せ 先 I R 室 長  川 北 英 男  
 (TEL.06-6767-5020) 

 

譲渡制限付株式報酬の株主総会決議超過及び自己株式の無償取得に関するお知らせ 
 

当社は、2021 年 7 月 27 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」及び同年

8 月 26 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分完了に関するお知らせ」のとおり、当社の社外取

締役を除く取締役（以下、「対象取締役」といいます。）に対する譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行

いましたが、今般、当該手続に基づき処分した株式の数が、対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬に関し、

当社株主総会決議によって定められていた株式数の上限を超過していたことが判明いたしました。これに伴い、

当社は、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、株主総会決議超過分の株式を自己株式として無償で取

得することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

１．株主総会決議を超過する譲渡制限付株式報酬の支給について 

当社は、2018 年 6 月 22 日開催の第 101 回定時株主総会において、対象取締役に対する譲渡制限付株

式報酬制度に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬として、

年額 1 億 5,000 万円以内で金銭報酬債権を支給すること、及び当該制度により当社が対象取締役に対して

発行又は処分する当社普通株式の総数は、当時の株価から換算し、年間 39,000 株以内とすることにつき、

ご承認をいただいておりました。 
その後、当社は、2021年 7月 27日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬として対象取締役等

に対し、当社普通株式である自己株式を処分することを決議し、同年 8 月 26 日に対象取締役 4 名に対し、

普通株式 57,300 株を処分しましたが、今般、当該手続により対象取締役に処分した株式の数が、第 101 回

定時株主総会で決議された株式数の上限を超えていたことが判明いたしました。 

対象取締役に対する譲渡制限付株式報酬に関し、株主総会で決議された株式数及び金銭報酬債権の

額の上限、並びに、2021 年 8 月 26 日に対象取締役に対して処分した株式の数及びその処分価額の総額

等は、次のとおりです。 

 
対象取締役に対する譲渡制限付株式報

酬に関し、2018 年 6 月 22 日開催の第 101
回定時株主総会で決議された内容 

株式数の上限 普通株式年間 39,000 株 
金銭報酬債権の上限 年間 150,000,000 円 

2021 年 8 月 26 日に対象取締役 4 名に対

して処分した自己株式の数及び処分価額

の総額 

処分した株式数 普通株式 57,300 株 
処分価額の総額 110,531,700 円 

株主総会決議の上限を超過した株式の数（＊） 普通株式 18,300 株 

＊ 上記対象取締役 4 名に対し、自己株式の処分に際し、支給した金銭報酬債権の額について、株主

総会決議によって定められた上限の超過はございませんでした。 
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２．自己株式の無償取得について

上記１のとおり、譲渡制限付株式報酬として対象取締役 4 名に処分した当社普通株式の数が、第 101 回

定時株主総会において決議された株式数の上限を 18,300 株超過していたことから、当社は、2022 年 6 月

23日開催の取締役会にて、会社法第 155条第 13号及び会社法施行規則第 27条第 1号の規定に基づき、

当該取締役 4 名から、当社普通株式 18,300 株を改めて自己株式として無償取得することを決定いたしまし

た。その内容は、次のとおりです。

① 取得対象株式の種類 当社普通株式

② 取得する株式の総数 18,300 株 発行済株式総数 
（自己株式を除く）に対する割合 0.04％ 

③ 株式の取得価格 無償

④ 株式の取得予定日 2022 年 6 月 30 日 

⑤ 取得先 取締役 4 名（当社社内取締役） 

３．今後の見通し

（１） 2021 年 8 月 26 日に対象取締役 4 名に対して処分された自己株式のうち、株主総会決議によって定めら

れた上限株式数を超えた部分については、上記２に記載のとおり、自己株式の無償取得の方法により返還

を受けることといたしました。また、当該超過分の普通株式について、当該取締役 4 名が受領した配当金相

当額についても全額返還を受けることとし、これらにつき、当該取締役 4 名全員より同意を得ております。 
（２） 今後は、再発防止のため、社内体制の強化等に取り組んでまいります。

（３） 本件による業績への影響は軽微と見込んでおります。

以上


